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『平成23年度 第1回 横浜市社会福祉審議会』議事録 

開催日時 平成24年2月10日（金） 午後6時00分から午後8時00分まで 

開催場所 ワークピア横浜 ２階「くじゃく」 

出席者 

（五十音順） 

今井委員、岩沢委員、大桑委員、小粥委員、小池委員、佐々木委員、竹田委員、中西委員、中

野委員、橋本委員、長谷川委員、日浦委員、平井委員、藤塚委員、堀越委員、松井委員、室津

委員、横山委員 

欠 席 者 相原委員、熊澤委員、後藤委員、新保委員、白野委員 

会 議 形 態 公開（傍聴者あり） 

議題 

議 題 

１ 社会福祉審議会答申（平成23年３月７日付）への取組について 

２ 第５期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について 

３ 障害福祉計画（第３期）の策定にかかる横浜市障害者プラン（第２期)の改定について 

４ 平成24年度健康福祉局予算（案）について 

 

・議事要旨 

開会 

開会、新委員紹介、主要職員紹介、局長あいさつ 

議題１ 社会福祉審議会答申（平成23年３月７日付）への取組について 

佐々木委員長 

 

 

 

 

佐々木委員長 

 

 

堀越委員 

 

 

地域福祉保健部長  

 

 

 

堀越委員 

 

 

地域福祉保健部長  

 

 

今井委員 

 

 

 

 

 

 

医療政策室長 

 

 それでは議事に入らせていただきます。 

 議題１社会福祉審議会答申への取り組みについて、事務局から説明をお願いします。 

 

～企画課長より説明～ 

 

 説明が終わりました。ただいまの説明について、ご意見、ご質問がありましたらお願いを

いたします。 

 

地域の見守りネットワーク構築支援事業に関して、具体的に市はどのような支援をされた

のか、少し詳しく教えていただけますか。 

 

 地域の見守りネットワーク構築支援事業は補助金を交付しておりまして、その目的は、孤

立死を防止するためのつながりを地域でつくっていただくことです。昨年は７地区で、コー

ディネーターの確保、見守りの拠点開設、研修、人材育成に取り組んでいただきました。 

 

 具体的には、市からお金を出して、モデル地域で使いたいように使ってもらったというこ

とでしょうか。 

 

お金も補助金として出しますが、区福祉保健センター、地域包括支援センター、社会福祉

協議会が、地域のネットワークづくりに一緒に関係しながら支援している事業です。 

 

看護人材の確保対策としては、看護人材を確保してどのように利用するのか、またどのよ

うな対策をとるのでしょうか。それに関連して、横浜市においては看護協会を作らないので

しょうか。川崎市等の政令指定都市にはありますが、横浜市は県の看護協会にお願いしてい

るわけです。例えば、災害時や在宅療養などの場面においても、看護師は貴重です。加え

て、横浜市が県の看護協会に資金を提供しても、その資金が、県内の別の地域の看護に使わ

れているかどうかもわからない。この辺りについて、どうお考えでしょうか。 

 

看護協会に関しては、これまでのところ神奈川県の看護協会と連携をとっています。ただ

具体的な連携という意味では、神奈川県看護協会は、例えば看護職でおやめになった方を再
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竹田委員 

 

 

 

 

 

地域福祉保健部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹田委員 

 

 

 

 

 

中野委員 

 

 

 

地域福祉保健部長  

 

 

 

就職に結びつけるようなナースセンターをつくって、県下全体をフォローするような形にな

っていますから、やや力の配分が横浜地域について不十分となっているという思いは常々持

っております。ただ、横浜市看護協会の設立については、これまで何度か検討したことはご

ざいますが、まだ具体的な着手には至っておりません。また今井委員のご意見もいただきな

がら、検討を進めていきたいと考えております。 

 看護人材の確保対策事業につきましては、今までのところ、看護職の方で資格を持ちなが

ら病院あるいは移動診療所等の医療機関を退職されて、地域で生活しておられる方につい

て、ワークシェアの発想に立って、フルタイムでなくても何とかそうした医療機関に再就職

していただきたいということでの試みといたしまして、今、触れました県の看護協会とも連

携しながら、地域で、または幾つかの病院と連携した形での再就職の説明会等をやっており

ます。ただ実際に雇用に結びつくのは、せいぜい１００人に満たないような数ですので、取

り組みとしてはまだまだ不十分と考えておりますけれども、今後とも力を入れていきたいと

思っております。 

 

地域における見守りや災害時要援護者支援に絡んでですが、個人情報保護の関係で、実は

地域にいらっしゃる、いざとなれば助けなければいけない方々の存在が把握できない、とい

う問題が現場では必ず出てきます。当然、個人情報保護という法律の壁がありますけれど

も、この問題を市としてどういうふうに把握されて、また今後どういうふうに考えているの

でしょうか。 

 

 横浜市には個人情報保護条例がありまして、行政が持っている個人情報を目的外または第

三者に提供できる場合は限定されています。本人の同意がある場合、法的な裏づけがある場

合、災害等で緊急避難的に生命、身体の安全を守らなくてはならない場合、そして公益性が

高くて個人情報保護審議会の了解が得られた場合、と限定されております。 

 「ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業」につきましては、今、ひとり暮らし高

齢者の方の孤立死が大きな社会問題になっていますので、個人情報保護審議会にて非常に公

益性が高いとして昨年３月に了承され、７５歳以上の単身高齢者の方の個人情報を、民生委

員や地域包括支援センターに提供することが認められました。現在モデル事業を９区２５地

区で行っておりまして、来年度は全区展開をしたいと考えております。 

 地域包括支援センターと民生委員には法律で守秘義務が課されていますので、個人情報保

護審議会で了承は得られましたが、「災害時要援護者支援事業」の実施主体は、自治会や町

内会になります。自治会や町内会は、自治法に基づいて法人格を持っている団体もあります

が、多くは任意団体で、法的根拠はありません。守秘義務が課されているわけでもなく、個

人情報保護審議会の了解を得るのは難しいと考えております。そこで現在、法的根拠として

条例に基づいて、介護が必要な高齢者、または自力避難が困難な障害児者の個人情報を提供

して、地域で日ごろの支え合いに利用していただくことができないか、現在検討していると

ころです。 

 

 いろいろと工夫していただいているお話を聞いて、心強く思います。町内会長の方々から

も、実際はいらっしゃるらしいけれど把握できない、と強く訴えられます。また民生委員の

方々も、今はなかなか扉を開けてくれない、マンションなどでは入っていけないというよう

ないろいろな壁があって実態がつかみにくいという問題があるようです。今後も引き続きよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

 市民後見人養成についてお尋ねしたいと思います。いよいよスタートアップの講演会があ

ると記載されていますが、養成に応募した方々の人数や、区によるばらつき等、わかれば教

えていただきたいと思います。 

 

 この１年をかけて、専門家の方にお入りいただき検討してまいりました。本年４月に改正

老人福祉法が施行され、市民後見人を養成して家庭裁判所に推薦することが市町村の努力義

務となります。そこで来年度から、社会福祉協議会のあんしんセンターを中心に、社会貢献

に意欲をお持ちの市民の方に手を挙げていただき、研修、実習を経たうえで、平成２６年度
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竹田委員 

 

 

 

地域福祉保健部長  

 

 

 

 

 

 

 

竹田委員 

 

 

地域福祉保健部長  

 

佐々木委員長 

 

 

 

 

から後見人として活動をしていただくことを考えております。全区一斉にはできませんの

で、来年度は３区でモデル的に養成に取り組んでいただくことを検討しているところです。 

 現在、後見人の割合は親族が６割、弁護士、社会福祉士、司法書士等の専門職の方が４割

です。今は単身化が進んで親族後見も難しくなっていきますので、ぜひ地域福祉活動の一環

として、意欲のある方に手を挙げていただいて、地域福祉の一員として後見人になっていた

だこうと考えております。 

 

 厚生労働省でも、親族の後見人は非常に問題があると捉えていると思います。一方で、専

門家に頼むと費用がかなり高い、という問題が出てきますが、この市民後見の場合には、依

頼したときの費用はどういう形になるのでしょうか。 

 

 基本的にはその被後見人の状況に応じて、家庭裁判所で後見人の方の報酬を定めることに

なりますが、多額な資産をお持ちの方の後見はちょっとなじまないのではと考えておりま

す。多額でない被後見人のケースや、だれも親族がいらっしゃらなくて、区長が後見の申し

立てをするケースなどを考えております。最終的には裁判所のほうで、被後見人の状況に応

じて定めていただくということになります。 

 また、成年後見制度利用促進事業で、支払う能力のない方について報酬の一部を行政で助

成するということも、成年後見を促進する事業として行っております。 

 

 もう１点、この後見人制度等が検討されるとき、施設入所の方々の後見が除外されること

も多いのですが、今回は枠組みの中に入れていただいていますでしょうか。 

 

 もちろん、施設入所の方も大事ですので、在宅、施設を問わず対象です。 

 

 ほかにご意見、ご質問はありますでしょうか。 

 今、幾つかご質問と同時に、介護人材の養成あるいは地域の見守りに関連しての個人情報

の提供等、ご意見もちょうだいをいたしております。今いただいたご意見なども十分に参考

にしながら、ぜひ当局におかれては、この社会福祉審議会の答申への取り組みについて努力

をしていただきたいと思いますし、また適宜当審議会にその状況についての説明をいただけ

ればと思います。 

 

 

議題２ 第５期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について 

佐々木委員長 

 

 

 

 

佐々木委員長 

 

中野委員 

 

 

 

 

 

高 齢 健 康 福 祉 部 長 

 

 

松井委員 

 

 

 議題２の、第５期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について、事務局

から説明をお願いします。 

 

～高齢健康福祉部長より説明～ 

 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問がありましたらお願いをいたします。 

 

 素案の主な内容「（３）自分に合った施設・住まいが選べるために」ですが、年間300床の

施設整備ということで心強く思っています。だた、新設のユニット型には生活保護受給中の

方が入れず、従来型から選ばないといけないと理解しておりますが、なかなか選ぶのが難し

い状況で、しかもそういった方々のニーズが高いとも感じております。この辺を教えていた

だきたいと思います。 

 

 現在は取り扱いが変わりまして、生活保護の方であってもユニット型の利用ができるよう

になってきております。 

 

 ユニット型でなく、多床室に入りたいという人もおります。それは、お金の問題でなく心

の問題で、ほかの人と一緒に暮らせることを幸せに感じる人、そういった人たちのニーズも

ぜひ酌んでいただきたいと思います。 
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高 齢 健 康 福 祉 部 長 

 

 

 

松井委員 

 

 

高 齢 健 康 福 祉 部 長 

 

 

橋本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 齢 健 康 福 祉 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生活保護の方々が入れるのはいいのですが、多床室に比較してコストの高いユニット型に

対しては、補助金を出すわけですよね。それは、少し方法が違うのではないかと思うので

す。全ての人に同じように安くする、等の方法ならわかるのですが、生活保護の人たちだけ

優遇するのはおかしいのではと思います。何度も言っていますが、ぜひユニット型だけでな

く、多床室もつくっていただけたらと思います。他の都市ではかなり認めています。利用者

の方々のニーズに沿って、それぞれの施設に任せていただきたいというのが私たちの意見で

す。よろしくお願いします。 

 

 横浜市は今１万３,６００ぐらいの特別養護老人ホームの定員がありますが、その５０数％

は多床室で、そのご利用を希望される方も選択の余地はございます。現在、多くの方のご希

望は個室ということもありますので、当面ユニット型の整備を進めているということです。 

 

 それは違っていまして、統計上でもちゃんと２対１ぐらい、多床室を希望しています。個

室ではなく多床室のほうを希望されている方が多いです。 

 

 費用の点でということもあろうかと思いますが、そういったことについてはまた別途、

我々としても対応を考えているところでございます。 

 

 国が昨年６月に改正した介護保険法についても同じなのですが、認知症対策については、

ほとんど書き込まれていませんね。国の方針も、認知症対策については調査研究という言葉

は出ておりますけれども、具体的にどうするということが出てきていないのです。基本的に

は地域包括ケアシステムを推進する方針ではあります。背景としては、財源を何とか圧縮し

たいため、医療ニーズがある人も在宅療養を支援するという医療をベースにしながら、訪問

介護と訪問看護を一体として提供することによって在宅ケアを推進していこうとしていま

す。その方向は、私は間違っていないと思います。 

ただ、やはり高齢者の夫婦だけ、あるいはひとり暮らしの高齢者も多い中で、認知症の人

もどんどん増えているのに、こんな乱暴な議論でいいのだろうかと思います。医療ニーズが

あってもできるだけ自宅で暮らせるようにというのは、間違ってはいないと思います。でも

それだけじゃない。一番課題が多い、認知症の方が一人で住んでいる、あるいは認知症の方

と、介護が必要な方とのご夫婦などに対する対策をしっかり書き込んでいかないといけな

い。きっと議論はあったでしょうし、国の政策や方針が出ておりませんから書きにくかった

だろうということもわかりますけれども、ここが完全に欠落していることを、私は非常に危

惧しております。 

 それからもう一点は、この計画素案の主な内容（３）の特別養護老人ホームを概ね１年以

内に３００床の増設についてです。これもお金のかかることなのに、思い切って書き込んで

くださっていると思いますが、この（３）の表題は「自分に合った施設・住まいが選べるた

めに」なので、住まいの対策について探しましたら、２カ所くらいの支援をしているようで

す。これから介護付高齢者向け住宅がどんどん出てきて、企業がどんどん参入してくるはず

です。そうでなければ在宅ケアは成り立ちませんから、それでいいのですが、営利を目的と

する住宅産業が参入してきますので、この参入に合わせて、サービスの質の管理体制をしっ

かりつくっていかなければいけない、そうしなければ市民を守ることはできないのではない

だろうかと思います。 

 

 まず１点目の認知症対策でございますけれども、素案の９ページの下段に書かせていただ

いております。この素案の段階では、まだ予算案が決まっておりませんでしたので具体的な

ことが書けませんでしたが、認知症高齢者対策事業として、具体的には認知症疾患医療セン

ターを横浜でも設置して、早期の診断・治療を行う、その体制を打ち出していく予定です。

ほんの一歩かもしれませんけれども、具体的に認知症対策は重要だということを、予算でも

示したつもりでおります。こういった取り組みから始めてまいりたいと思います。 

 また住まいにつきましては、素案の同じく１０ページに書いてありますけれども、まずは

多様性を実現する、その中から選んでいただける、そういう環境をつくっていこうというこ

とですので、その支援をしていこうという考えです。 
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橋本委員 

 

 

 

松井委員 

 

 

 

 

 

橋本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

日浦委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。いろいろご配慮、ご検討があるようですけれども、認知症の方は

どんどん増えていくわけですから、より具体的に促進していただきたいと心からお願い申し

上げたいと思います。 

 

 今の件ですけれども、具体的って非常に難しいですよね。例えば認知症サポーターなどを

市の医師会や市からの補助もいただいて一生懸命やってはいるのですが、橋本委員のおっし

ゃる具体的なやり方とはどのようなものか、それをぜひここで言っていただきたいです。皆

わからないので、それを言ってくれれば、検討できるのではと思います。ぜひ、教えてくだ

さい。お願いします。 

 

 大変難しい問題で、私もこうやれば必ずできるというような名案があるわけではございま

せん。横浜は様々な地域があって、古い町では支える体制を割とつくりやすいだろうと思い

ますが、新しい地域ではなかなか難しい。でも全体的にやれることは、横浜のケアプラザや

地域包括支援センター等には具体的に活動をしているグループがあるわけですから、こうい

う場を活用しながら支えていくチームをつくっていくことが、とりあえずやれることではな

いか。といつも思っています。だから私は、地域ケアプラザはお金をかけて優秀なスタッフ

もそろっているのですから、もっと具体的に地域を掘り起こしていただきたい、と期待をし

ております。 

 

 ２０３０年には団塊の世代が７０代以上になっているとか、２０５０年には１人が１人を

介護するというデータを見ているとだんだん暗くなってきます。でも私は、明るく生きた

い。そして一人一人が自立して、自分でしっかり生きていく。それにはまず、足、歩くこと

が大切なんだと思います。女性のほうが、先に足が弱るんだそうです。足が弱ると、そこか

ら認知症になったり、外出ができなくなったりしていってしまう。ヨーロッパでは、町や公

園で、みんなが楽しんで歩いていたり、スポーツをやっていたり、明るく健康づくりができ

るんですね。もう一つは、歯がしっかりあって食べられること、です。気持ちの上ではみん

な、自分の足で歩いて、食べて、そうして年をとっていこうよという、前向きなメッセージ

を入れながら、やっていきたいと思います。 

 それからやはり生きがいですね、だれかの役に立つというのは生きる力が生まれます。ボ

ランティアポイント事業に関してですが、実は私の施設にも、定年退職後の方たちが「ポイ

ント持っているんだよ」って何人も来てくださっています。また、高級な老人ホームに入っ

て、言うことないような暮らしをしている一方で空しいとおっしゃっていた方も、施設に来

て、食事介助をして、「施設がそばにあってよかった。こうやって私が役に立つのね」って

おっしゃって、お帰りになりました。だから、体と心の健康づくりという面で、このポイン

トの事業は、私はとてもいい考えだと思っております。 

 自分自身がとにかく自立して生きるということこそ大事というメッセージを加えながら、

歩くこと、食べることで、前向きに生きていきたいなと思っております。そういう啓蒙活動

もよろしくお願いしたいと思います。 

 

 横浜市では、中期４か年計画の中で成長戦略というものを立てておりますが、その中に１

００万人の健康づくりという戦略がございます。なぜ１００万人かといいますと、あと１０

年ほどしますと横浜市の高齢者人口が１００万人になります。高齢者の方に対しては、支援

されるというのではなく、日浦委員が今おっしゃったように、生き生きと元気に活躍してい

ただきたいと思っています。いずれ皆高齢者になるわけですので、高齢者の方が元気という

ことは、子供まで含めてみんなが元気な社会だということで、１００万人の健康づくりとい

う戦略を進めているところでございます。 

 その中で、今、日浦先生がおっしゃいましたような運動、スポーツの問題や、生きがいを

つくって趣味的な活動も含めていろいろな活動をするということ、ボランティア活動をする

こと、そうした視点を盛り込んだ形で戦略をつくっております。具体的にはこれからいろい

ろな施策づくりを詰めてまいりますが、みんなが楽しみながら健康づくりに取り組めるよう

な仕組みを、ぜひこれからつくっていきたいと考えているところです。 
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松井委員 

 

 

 

 

室津委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉部長 

 

 

 

 

 

 

竹田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 齢 健 康 福 祉 部 長 

 

中野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生き生きという方向はいいのですが、予防のために筋トレをするとポイントがつく、とい

うのはやめていただきたいと思っています。筋トレは、自分のために、自分でやればいいだ

けのことで、そこにお金を出す余裕は横浜にはないと思います。また、動くのは嫌いだとい

う人もいるので、１つの価値観で人を判断しないようにしていただきたいと思います。 

 

 24時間対応の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス」については、障害者にとっ

ても、強く必要性を感じている部分だと思いますが、現実的には、今は介護保険の枠組みの

中だけということになるかと思っています。しかし、地域できめ細かく随時サービスを提供

しようと思うと、障害か高齢かを分けたのでは、やり切れません。高齢か、障害かと分けず

にサービスが提供できる仕組みというのも、もう一方でぜひ検討していただきたい。「医療

ケアの必要な高齢者への支援」についても記載されていますが、その高齢者は、同時にほと

んどの場合障害者でもあると思います。こういった壁を越えた取り組みについても、ぜひこ

の先検討をしていただければと思います。 

 

 ２４時間３６５日という点では、高齢、障害、要援護の方も、同様に重要なことだと思い

ます。横浜市のあんしん施策の中でも、緊急時のためのホットラインという制度があります

が、まず身体障害者の方についていえば、今ご説明したようなサービスが実際はベースにな

るのではないかと考えております。今は、これにつきましては精神障害者を先行して検討し

ておりますけれども、こういった事業の伸展を見ながら、また障害の分野でも検討を進めて

まいりたいと思います。 

 

 年間３００床の施設整備についてですが、限られた予算の中で最大限の努力かと思いま

す。１２月に介護報酬の数字が具体的に出てきましたが、横浜に限らず、在宅で暮らせない

方については、特別養護老人ホームや、老人保健施設が現実的には使われているという実態

があります。今回の新しい介護報酬の中で、厚生労働省が、老人保健施設は長期入所につい

ては抑えて、短期の在宅復帰型に今後切りかえていくということを、かなり明確に方針を出

しております。これを受けて、２４年からの３年間で、ほとんどの老人保健施設は短期入所

型に切りかえていく努力をすると思われます。結果として、在宅にいられない方で老人保健

施設を待機所に使われている方々は、この３年間で押し出されてくると思います。 

今回の計画を策定した時点ではその動きは見えておりませんでしたが、ぜひ今後の経過を

見て、場合によってはそれぞれの施設の機能を、どのように有機的に活用していくのかとい

うことにも一歩踏み込んでいただければと思います。以前から団体のほうからも提案させて

いただいていますが、例えば、特別養護老人ホームの一部の床を切りかえていけば、施設整

備費を使わずに、それなりのベッド数を増やすことができるという提案も、この２４年度以

降の議論の中で、弾力的に検討していただくようにお願いしたいと思います。 

 

 今いただきましたお話については、今後注視をしてまいりたいと思います。 

 

 長期入所から短期に切りかえていくとしたときに、次の受け皿として素案９ページの「小

規模多機能型居宅介護サービス」があるのではないかと思っています。そういうねらいがな

くても、小規模多機能は大変画期的ないいサービスだと評価しています。 

 ここで提案されている訪問看護と組み合わせた複合型サービスについてですが、現在も小

規模多機能では訪問看護ステーションとの連携は十分とれてはいます。しかし、単位数の関

係でいいますと、小規模多機能の余りで訪問看護やベッドは使えるのですが、訪問看護を週

１回使うとオーバー、週２回使うと自己負担がかなり増えてしまうのが現状で、使えていま

せん。これが複合型になって新しい単位になると、利用者に大きな負担がかからず利用でき

るのでしょうか。また、この訪問看護と一体的にというのは、他事業所と一体的なのか、あ

るいはこの小規模多機能を運営している事業所が複合型で実施するのでしょうか。それだっ

たら、今は小規模多機能型の看護師は常勤必置ではないので、加算をつけた上で小規模多機

能型の中に看護婦を常勤必置にするという方法もあるのにもかかわらず、複合型でしていく

のはなぜでしょうか。また、現在は訪問看護師も、小規模多機能型にいる最中には来られな
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堀越委員 

 

 

 

 

 

 

佐々木委員長 

 

いので、たとえ状態がかなり悪くても、訪問看護師に来てもらうためには無理にでも一たん

ご自宅にお送りをして、そこで訪問看護に入ってもらうという無理を重ねているのが現状で

す。この辺のことを、利用者さん本意に立って、費用と体の負担を軽くするようなプランが

あるのでしたら、教えていただきたいと思います。 

 

 介護報酬についてはまだ分析が途中でございまして、今、中野委員からお話がありました

ような点については今すぐにはお答えができません。ただ、後段のところでお話がありまし

たような問題点について対処するために、複合型サービスがつくられたと聞いています。つ

まり、小規模多機能のケアマネジャーが訪問看護サービスも一体的にプラン管理ができるよ

うになってくるということでございますので、そういう意味で利用者本位という視点から

は、一歩進んだ形になったと考えております。 

 

 介護人材の確保の件で、ヘルパーをたくさん養成するのは非常にいいと思うのですが、い

くら介護士や看護師を増やそうと、基本となる人口が減ってしまうのでどうしようもない。

今子供をつくれといっても、働くには１５年がかかりますから、その間は人材はいないわけ

です。もう外国から来てもらう以外ないので、例えば横浜で特区でもつくって外国人に来て

もらう等しないと、立ちいかないと思います。だから、ぜひ国への働きかけなど努力いただ

きたい。 

 

 今の話に絡みますけれども、ホームヘルパー２級については、今回の見直しの中でも、厚

生労働省としては、介護福祉士をきちんと位置づけていく、という方向が出ております。今

後、この養成については、そのあたりもぜひ考慮に入れていただきたいと思います。 

 もう１点だけ。福祉人材の養成についてですけれども、施設内の保育所も実はかなり有効

だと考えているのですが、一方で、やはり費用面で採算が合わないために着手できないのが

ほとんどなので、ぜひ福祉人材確保のこの件もご検討いただければと思います。 

 

小規模多機能施設ができたときに、夜の随時訪問があるということを聞いて、認知症の方

たちはとても期待しましたけれど、実際は、いずれやる方針で認可はもらっていて、スター

トの時点で夜の随時訪問をしているところはほとんどなかったですね。その後、この２４時

間対応型のサービスができることを念頭に置いて、小規模多機能を運営していくと聞かされ

ております。２４時間対応のこの定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスというのが、

この形どおりに展開されることをとても期待しています。 

 

 実際に施設を運営、経営なさっている現場からの、または利用者目線での貴重なご意見を

数多くちょうだいしたと思います。ぜひこの計画の確定、そして推進にあたって、当局とし

てはしっかりとこの意見を踏まえていただきたいと思います。 

 

 

議題３ 障害福祉計画（第３期）の策定にかかる横浜市障害者プラン（第２期)の改定について 

佐々木委員長 

 

 

 

 

佐々木委員長 

 

室津委員 

 

 

 

 

 

 議題３の、障害福祉計画（第３期）の策定にかかる横浜市障害者プラン（第２期)の改定に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

 

～障害福祉部長より説明～ 

 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問がありましたらお願いをいたします。 

 

 この計画の位置づけについてですが、この計画があるからといって、必要な予算をつける

ということではないというふうに伺っています。現実的にこの計画に沿った内容であって

も、今年度予算がこの計画より低くなってしまった事業も出ています。多くの人の意見を集

めながらつくった計画なので、ぜひこの計画どおりに進められるよう、予算の確保に努力し

ていただき、市内部でもきちんと考えていただければと思います。 
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障害福祉部長 

 

 

 

 

 

竹田委員 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉部長 

 

 

 

 

 

 

 室津委員からのご意見は、おそらくグループホームの数のことだと思います。後ほど平成

２４年度の予算についてもご説明を申し上げますけれども、２３年度は若干計画よりも少な

かったということがございます。２４年度については計画にそって予算を盛り込んでおりま

すので、今後ともこの計画を尊重して取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

 精神障害をお持ちの長期入院の方々の移行先として、養護老人ホームに行かれる方がある

程度いらっしゃると思いますが、この計画では養護老人ホームの位置づけは記載されている

のでしょうか。といいますのは、国のレベルでもそうですけれども、養護老人ホームの役割

機能について議論がずっと置かれているものですから、養護老人ホームを実際に運営してい

らっしゃる方々も、今後どのように機能を高めていったり、活動を変えていったりするの

か、その方向がわからないとかなり訴えられています。その関係で、養護老人ホームの扱い

はどのようになっておりますでしょうか。 

 

 ２つの目標がありまして、１つはアウトプット的な指標で、もう一つはもともとあるアウ

トカム的な指標でございます。入院中の精神障害者の地域生活への移行ということでは、何

人の方に地域に移行してもらうという目標はございますが、それを実現するための施策につ

きましては、国、県、市が同一の項目と単位で計画をつくっております。現実には養護老人

ホームに移行される方もおられるかと思いますが、計画上は障害福祉サービスの中で考えて

おりますので、この計画の中では養護老人ホームの数については出ておりません。 

 

 

議題４ 平成24年度健康福祉局予算（案）について 

佐々木委員長 

 

 

 

佐々木委員長 

 

竹田委員 

 

 

高 齢 健 康 福 祉 部 長 

 

竹田委員 

 

 

 

 

高 齢 健 康 福 祉 部 長 

 

 

 

松井委員  

 

 

 

高 齢 健 康 福 祉 部 長 

 

 

 

 

議題４の、平成24年度健康福祉局予算（案）について、事務局から説明をお願いします。 

 

～企画部長より説明～ 

 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問がありましたらお願いをいたします。 

 

 １点目ですけれども、４ページ「福祉保健の推進」の４番目、経済連携協定に基づく介護

福祉士の支援ですが、第１期の方々の合格結果は出ていますか。 

 

 １月２９日に筆記試験がございまして、３月下旬が発表と聞いております。 

 

合格者１名に対して幾らコストがかかっているのかは、やはり明示していただきたいと思

います。もともと国の問題であるとは言いつつも、情報を集められれば相当コストパフォー

マンスが悪い結果になると思います。予算措置についてもやはり要検討事項だと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

 今お話しいただきました事業については、平成２０年度に新規で受け入れられた３施設で

６人の方が今年試験にチャレンジをされています。その結果については、期待をしていると

ころですが、今お話しいただきましたような視点でも分析をしていきたいと思います。 

 

 当然コストパフォーマンスはすごく重要だと思うのですが、ＥＰＡから入ってもらった場

合は、ＥＰＡに多額を払うのですよね。だから各施設で、独自に連れてこられるようにして

もらったほうがいいのではと思うのですが、だめなのでしょうか。 

 

 一応、横浜市としては、国の考え方にのっとりまして市費を使って支援をするということ

で進めてきております。横浜市としても応援をしているということでございますので、今お

話しいただいたような方法については考えてございません。また入国管理の関係の法律の規

定から、難しいとも聞いております。 
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竹田委員 

 

 

 

 

 

 

 

竹田委員 

 

 

 

 

 

高 齢 健 康 福 祉 部 長 

 

 

竹田委員 

 

 

 

 

 

 

高 齢 健 康 福 祉 部 長 

 

 

竹田委員 

 

 

 

 

 

佐々木委員長 

 

 

 

 お金をかけてより有効な人材という意味で言えば、在日の外国籍の方々の育成というの

は、実は結果としては大変有効です。このＥＰＡの方々は、最終的に資格を取るまでは職員

数としてもカウントされませんが、在日の方々は就労の時点から職員数としてカウントされ

ますので、施設側としても、現場側としても有効なスタッフとして活用できますので。 

 個人的には、外国から来られて一生懸命日本のためにと思っていらっしゃる方を、国とし

てきちんと対応しないということについては問題だと思います。ぜひ一度コストパフォーマ

ンスを出していただきたいと思います。 

 

 引き続いてですが、１４ページになります。４つ目「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

推進事業」ですけれども、今回介護保険の改定の中で、この事業所をつくっていくというこ

とがかなり大きな柱になっております。ここで９カ所という指定が気になるのですが、モデ

ル事業は１８区を２区ずつ分けて９カ所にして２４時間をやりましたけれど、これは同じ発

想で２区に１カ所という指定を考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

補助を希望するのがそのうちの９カ所ということで、半数は補助を受けずに現在の体制の

中で実施をする見込みでございます。 

 

 この事業は、地域で支える仕組みをつくっていくことを目的として、おおむね３０分以内

で行ける地域、具体的には中学校区の中で、事業所を次々つくっていこうとする取組です。

そこで心配されるのは、逆に言えば、大規模事業所を指定しますと、横浜のような地域は全

国展開をしていらっしゃる民間事業者さんが数多く入ってきて広域な地域を押さえて、既存

の福祉団体がそれまでの活動の息をとめられてしまうという、運用によってはそのような危

険性も出てくる事業なのです。ぜひ、注意深く運用していただきたいと思います。 

 

 補足をさせていただきますと、圏域としては当初は区単位に考えておりまして、公募で選

定をしていきたいと考えております。 

 

これを実施できる事業所自体があまりありませんので、おそらく当初は区単位と想像はし

ておりますけれども、ただ、今回のこの制度の一つの特徴は地域特性ができるということで

すから、やはり中学校区単位にばらしていくことを念頭に置きつつ、入り口だけは区単位と

いうことで進めていただかないと、既存の団体は、小規模多機能でもみんな、それこそ浮き

上がってしまいますので、ぜひそのような方向でご検討をお願いいたします。 

 

 ほかにご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 

 かなり資料も膨大で、この場でお目通しいただくのもなかなか難しいかと思います。委員

の方がもしまたお気づきのこと、あるいはご意見等ありましたら、また改めて事務局におっ

しゃっていただければと思います。 

 

 

その他 

佐々木委員長 

 

今井委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐々木委員長 

 その他に移ります。委員の皆様から何かご発言がありましたら、お願いいたします。 

 

 誰もが感じていることだとは思いますけれども。例えば、災害時において看護師どうする

のかと話がきて、では交渉しようとしても、交渉先がないんです。で、県の看護協会に聞く

と、それは横浜市の話でしょうと言われてしまう。それはやはりちょっと、大横浜としては

欠点かなと。これでは行政もやりにくいのではないかと。行政に聞くと何とかなるようなこ

とを言われるけれど、実際にはできないのです。だからこれについては、多少お金がかかる

話なのかもわかりませんけれど、行政を中心にして軌道に乗せてしまえば、後はランニング

コストだけですから、その団体で何とかなると思うのです。ぜひ、健康福祉局長にも考えて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 改めてご意見をちょうだいしました。ありがとうございました。ほかに委員の皆様から何



 10 

 

 

 

 

企画課長 

 

 

 

 

佐々木委員長   

 

かご発言がありましたら、お願いいたします。特に今回用意した議題から離れてのご発言で

も結構でございます。 

 もし特にご発言がないようでしたら、事務局から何かありましたらお願いします。 

 

本日はありがとうございました。本日は資料を多数用意させていただいております。ご希

望の委員の皆様には、机の上にそのまま置いていただければ、事務局から郵送させていただ

きますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

 

長時間ご協力ありがとうございました。これをもって閉会とさせていただきます。 

 

 

―― 了 ―― 

 

 


